
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 法人番号 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

100.00%

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公募）

物品役務等の名称及び数量

土地賃貸借
当事務所敷地　3,024.79m2

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長　舟川幸治
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和5年4月1日
石川県
金沢市鞍月1－1

2000020170003

適用条文：会計法第29条の３第４項

本契約は、金沢港湾・空港整備事務所庁舎の土地
の借り上げを行うものである。当所庁舎の土地所
有者は石川県であり、本契約を履行できる唯一の
者である。以上のことから、会計法２９条の３第４項
（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）に
基づき、契約の相手方と随意契約を行うものとす
る。

2,800,360 2,800,360

―輪島分室敷地内空洞確認業務

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長　舟川幸治
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和6年2月9日
（株）北日本ジオグラフィ
金沢市浅野本町二丁目２番５
号

1220001002212

輪島分室給排水管修理

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長　舟川幸治
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和6年3月5日
（株）木戸設備工業
白山市徳丸町１００番地

4220001009816

　令和６年１月１日に発生した能登半島地震によ
り、輪島分室の給排水管が破損していないか点
検したところ、修理が必要とのことであった。
　当該分室は輪島港における直轄事業施工時に必
要不可欠な施設であるため、給排水管を至急修
理する必要がある。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（緊急
の必要により競争に付することができない
場合）及び予決令第１０２条の４第３項の規定に基
づき、「株式会社木戸設備工業」と随意契約を
行うものである

1,688,500 1,688,500 100.00% ―

　令和６年１月１日に発生した能登半島地震によ
り、輪島分室の敷地の沈下及び液状化が見られ
た。
　当該分室は、輪島港における直轄事業施工時に
必要不可欠な施設であり、空洞が発生してい
ると、地面が陥没し、職員や車両の落下による被害
が想定され人命に関わる問題である。
このため、空洞が発生していないか至急、確認業
務を行い、空洞が発見されれば復旧する必要
がある。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（緊急
の必要により競争に付することができない
場合）及び予決令第１０２条の４第３項の規定に基
づき、「株式会社北日本ジオグラフィ」と随意
契約を行うものである

1,782,000 1,771,000 99.38%

能登港湾空港復興推進室通信設備改
修

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長　舟川幸治
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和6年3月6日
（株）ほくつう
金沢市問屋町一丁目６５番地

6220001006381

　令和６年１月１日に発生した能登半島地震によ
り、能登半島に所在する各港は地震及び津波によ
り大きな被害を受けた。
　上記の状況から能登半島地震からの復旧・復興
に向けて、能登半島の港湾、空港及び港湾海岸の
災害復旧事業を円滑に進めるため、金沢港湾・空
港整備事務所　建設管理官室（七尾港出張所）を、
建設管理官室（能登港湾空港復興推進室）に名称
変更が行われた。
　同室において災害復旧事業を緊急かつ円滑に実
施するため、金沢市に所在する当所と同室間の情
報伝達及び、関係機関との調整対応のために早急
に同室の通信設備改修を行う必要が生じた。
　以上のことから、会計法第２９条の３第４項（緊急
の必要により競争に付することができない場合）及
び予決令第１０２条の４第３項の規定に基づき、既
存の通信設備を設置し、緊急対応が可能であった
「株式会社ほくつう」と随意契約を行うものである。

1,168,200 1,168,200 100.00% ―


	随意契約（物品役務等）

